
(1) 地域安全保障と主要国の秩序像の対立

多国間で安定的な国際秩序が形成されるために

は、①主要国が平和と安定に対する共通の秩序観

を持つこと、②そのための安全保障上の国際ルー

ル（明文化・あるいは暗黙の）を持つことが重要

な要素となるが、アジア太平洋地域では依然とし

て共通の安全保障システムとアプローチを受け入

れる段階には至っていない。それは、少なくとも

以下のように、域内諸国間に地域安全保障の秩序

像をめぐる対立が根深く存在するからである。

第一の対立点は、「同盟関係の意義」である。米

国とその同盟国は、冷戦後も同盟ネットワークの

意義を変化させながら維持している。しかし、中

国や北朝鮮などは、同盟関係が冷戦時代の遺物で

あり、相互不信から生じる「安全保障のジレンマ」

を生み出し、東アジア諸国間の対立を助長すると

捉えがちである。

第二の対立点は、「多国間安全保障協力の期待値」

である。中国をはじめ東アジア諸国の多くは、植

民地からの独立が基盤となって第二次大戦後の国

家建設を経たことから、主権概念と内政不干渉原

則に固執しやすい。安全保障分野における国際協

調にも慎重で、たとえばＡＳＥＡＮ地域フォーラ

ム（ＡＲＦ）における安全保障協力のペースが、

「すべての参加国が受入れ可能な漸進的なもの」と

ならざるを得ない淵源となっている。

第三の対立点は、「共通の安全保障措置を導入し

た場合の相対利得をめぐる認識の差」である。実

効性が高い規制措置の導入ほど、各国の受け入れ

る政治的コストが高くなり、さらに異なる国力間

の軍事レベルの固定化は当事者間の不平等感を生

みやすい。

以上のような、地域的安全保障の成立する条件

と、その秩序像をめぐる三つの対立点は、アジア

太平洋地域諸国が共通のアプローチを導入するこ

との著しい困難を描き出している。実際、このよ

うな困難さこそが、われわれが地域安全保障を考

えるときの立脚点とならざるを得ないのが現状で

ある。

しかしながら、以下で述べるように、近年のア

ジア太平洋地域では、地域安全保障の新展開とも

いうべき現象が生まれてきている。これは、従来

日本政府が示してきた、同盟関係を基軸と捉え、

多国間安全保障をその補完ととらえる、いわば二

軌道の戦略では説明しきれない、新しい展開が生

まれてきていることを問題提起したい。

(2) アジア太平洋安全保障の新展開

同盟関係の地域的文脈の強化

1996 年の日米安保共同宣言で確認されたのは、

共通の脅威への共同対処という明確な目標を失っ

た同盟関係を、共通の利益・価値の追求を主眼と

した同盟の再構築であった。冷戦後の同盟は、脅

威への武力対処を主眼としたかつての同盟より、

多義的(multi-functional)になっている。とりわ

け顕著なのは、①不透明性・不確実性のある地域

情勢に、一定の戦略計算(strategic calculation)

を提供し、その結果各国の外交・安全保障政策を

この関数の下に進めることができること、②その

結果地域協力の基盤としての安定的な抑止関係を

提供できることである。その意味で、日米同盟関
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係は東アジアの平和と安定を抑止関係の維持のみ

ならず、地域協力の基盤を提供しているのである。

そして、現在専門家の間では、将来の同盟関係

をいかに地域的な文脈で再構築するかという視点

が積極的に議論されている。たとえば、米国が北

東アジアの基地にほぼ全面的に依存する状態から、

シンガポール・フィリピン・タイ・オーストラリ

アを含むアジア全域での多様な作戦上の配置や訓

練を通じた同盟強化を提言している。

「ウェブ型安全保障」の萌芽

さらに米国は、日米・米韓を中心とする同盟関

係の強化とは別に、アジア太平洋における安全保

障の新たな方向づけを模索している。それは、米

太平洋軍司令官のデニス・ブレアらが提唱してい

る「ウェブ型安全保障」と呼ばれるものである。

ブレアは「共通の安全保障上の課題に対し、地域

の多面的なアプローチを発展させるべき」と述べ、

そのために多国間での共同軍事協力を含む政策調

整を発展させるべきと論じる。

ブレア構想では、国家間協力の形態は必ずしも

同盟条約に署名する必要はなく、また共通の敵や

国家脅威も必要とされていない。たとえば、テロ、

違法な麻薬取引、海賊行為、兵器の拡散などの国

境を越える問題や、災害救助や捜索救難などの問

題に関して、東アジアの各国が協調行動がとれる

ようにすることを主眼に置いている。そして、現

存する二国間同盟を基軸とはしながらも、東アジ

アに生まれつつある多国間協力（たとえば日米韓

協力、ＡＳＥＡＮ+３、ＡＲＦ等）のような拡大し

た対話と協力のパターンに引き込むことによって、

現在の二国間取り決めのシステムを、より開かれ

た安全保障関係の網（ウェブ）へと転換させるこ

とが可能であるとする。これを「ウェブ型安全保

障」と呼称しているのである。

昨年 5月に太平洋軍は多国間演習「チーム・チャ

レンジ」を実施し、米国と東アジア諸国間で国連

の平和維持活動、捜索救助、人道支援、災害対処、

非戦闘員退避などの共同活動を訓練し、紛争予防

や危機管理を主眼とした試みを開始した。この試

みは、本年 5 月にシンガポールで開催されたＩＩ

ＳＳ主催の国防大臣級会合（シャングリラ・ミー

ティング）と併せ、国防当局者が安全保障協力を

進展させる大きな可能性を有しているといえる。

ＡＲＦと予防外交の積極化

ＡＲＦはこれまで域内の主要国すべての参加を

得つつ、①情報の透明性の拡大（国防白書発行、

国連通常兵器移転登録制度の推進）、②交流の推進

を促進してきた。また 2000年の第 7回ＡＲＦでは、

北朝鮮が初参加し、北朝鮮が周辺諸国への関係改

善の努力を継続する機能も加味された。

現在のＡＲＦは第二段階の「予防外交」への取

組みを強化しつつある。ＡＲＦが多国間安全保障

としての機能を強化し、安全保障上の懸念に対し

各国が自発的に地域に貢献するには、「ＡＲＦ議長

の役割」や「専門家登録」をはじめとする予防外

交の機能をいかに整えていくかが重要である。し

かし、予防外交はＡＲＦがこれまで「すべての国

に快適なペース」で進めてきた会議外交に、変革

を迫る意味を持っている。われわれがＡＲＦにお

ける予防外交をどのように確立することができる

のかは、地域的安全保障の成熟化への試金石とい

える。

(3) 「戦略的融合性」に向けて

以上のように、①同盟関係の地域的文脈の強化、

②「ウェブ型安全保障」の萌芽、③ＡＲＦにおけ

る予防外交の進展等、アジア太平洋の安全保障は

かつてより複雑化しているといえる。これらの安

全保障の諸形態を、政策論としては相互排他的で

はなく、相互競合あるいは補完させつつ、刺激を

与え合っていくことが現時点では重要な視点とい

えよう。東アジアの大小さまざまな顕在・潜在的

な紛争要因に、対応する「メニュー」を整えるこ

とが、同盟のオーバーコミットメントや、自律性

(autonomous)のある地域安全保障への過剰な期待

の双方を抑制する効果も期待できよう。

地域安全保障の諸形態がインテンシティの異な

る、さまざまな紛争対処のメニューを整えられる

ようになった場合、冒頭の三つの秩序対立像を乗

り越える｢戦略的融合｣の可能性が生まれてくるの

である。それは、同盟の役割の自制とドクトリン

の明確化を促し、地域安全保障が対応すべき問題

を特定させ、協調可能な領域を創出することが導

き出せる可能性があるからである。アジア太平洋

の安全保障の新展開を、このような｢戦略的融合｣

の模索という観点から、問題提起した次第である。
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